
眼科診療体制変更のお知らせ 

 

当院眼科の那須眼科部長及び新田眼科副部長の異動に伴い眼科外来の診療体

制が下記のとおり変更になります。 
 つきましては、７月以降富山大学からの非常勤医師による１日／週の外来診

療となることから、新患患者さまの受付けは「紹介状をお持ちの患者さま」の

みとなりますのでご理解とご協力をお願いいたします。 
 なお、院内医師による眼科外来への紹介患者さまについては今までどおり紹

介状は必要ありません。 
記 

 
【６月の休診期間】 

６月２１日（月）～６月３０日（水） 

 
【７月以降の診療体制】 

   ○毎週月曜日（午前及び午後）の外来診療。 

 
○第３金曜日（午後）の手術。 

 
※新患患者さまは紹介状が必要となります。 

 
【お問い合わせ先】 

  医事課外来係又は眼科外来 
   電話：０２５－５４３－３１２３ 
       内線：１２３８（医事課外来係）、４００８（眼科外来） 


